
 

令和６年度 事 業 計 画  

令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

特定非営利活動法人メロディハウス   

Ⅰ．障害福祉サービス事業 

１．開園の状況 

（１）開園日（予定） 

・ハーモニー（生活介護）    ２７２日  

         

・ひまわり （放課後等デイサービス事業） ２８８日

  

（２）休園日 

・ハーモニー（生活介護） 日曜日・祝日       

・ひまわり  （放課後等デイサービス事業） 日曜日・祝日 ・３月２９日（土） 

・日中一時支援事業 日曜日・祝日  

         お盆休み    ８月１３日～８月１６日 

           年末年始休み  １２月２９日～１月 ３日 

（３）サービス提供時間 

 ・ハーモニー（生活介護）             ９：００～１６：１５ 

   

 ・ひまわり （放課後等デイサービス事業）  

 月曜日～金曜日（放課後）     １１：００～１８：００  

 土曜日及び長期休暇            ９：００～１７：００  

・日中一時支援 月曜日～金曜日         ８：００～１９：００ 

 土曜日及び長期休暇    ９：００～１７：００ 

 ※職員勤務体制によってご利用できない時間がございます。 

（４）定員  

・ハーモニー（生活介護） ２０名 

 ・ひまわり （放課後等デイサービス） １０名 

 ・日中一時支援 ３名 

 

２．活動内容 

（１）ハーモニー（生活介護） 

○活動班   

・農工班 

【目的・目標】集団での様々な活動を通し、社会での適応力を身につける 

 また、様々な作業、活動を通して体力増進、健康維持、責任感・役割意識につ

いて考えて行動できるようになる 

【活動場所】竹林・園庭・畑・作業棟など 

【活動内容】竹林整備 農作物の栽培・販売 園庭整備 座金の組立 リサイクル作業 

  販売物（ビーズ、アイロンビーズ、他）個別学習・訓練 ウォーキングなど 

・創作班 

【目的・目標】体調管理に気をつけて毎日楽しく通所する 

 日課の中で、着替えやトイレなど身辺自立につながることを毎日繰り返

し取り組むことで、ＡＤＬの維持・向上を目指す 

【活動場所】生活室Ⅰ・Ⅱ 園庭など 

【活動内容】日常動作訓練（着替えや荷物の準備・片付けなど自分で行えることをする） 



 

 創作活動 自立活動 園芸 体力作り（散歩や軽運動） 個別課題 

 リサイクル作業 

※その他プログラム 

 ・ お茶教室（講師 米山先生） １回／月 

 ・ 音楽教室（講師 長谷川先生）農工班 ２回／月 創作班 ３回／月 

 ・ 健康相談（看護師 石浜先生）１回／月 

 ・ 健康診断（医師 成田先生） １回／年 

〇行事         

 ・ 保護者活動参加   

・ レクリエーション（毎月） 

お花見（４月）こいのぼり集会（５月）日帰り家族旅行（６月）七夕（７月）スポ

ーツ大会（９月）さつまいも掘り・ハロウィン（１０月）クリスマスコンサート・

クリスマス会（１２月）初詣・新年会（１月）節分（２月）ひなまつり集会・決起

集会（３月） 

〇保護者面談  個別支援計画作成時に面談を予定 

 その他必要に応じて随時行う 

〇スタッフ会議 毎月 

    

（２）ひまわり 放課後等デイサービス 

【対象】障害や発達の特性等により支援が必要な「児童」「その家族」など 

【目的】必要な支援の提供のもと、児童一人一人が安心して伸び伸びと自分らしく過ごせる居

場所を提供する。また、地域の中で社会の一員として豊かに生活できる環境を作る。 

【内容】①本人支援 ②家族支援 ③地域支援 

【役割】〇児童一人一人の意思を尊重しながら、地域の中で自分らしく生きるために必要な

自立スキルを高めるための支援 

    〇家族の困り感に寄り添いながら、地域の中で前向きに子育てができる環境作り 

  〇児童や家族が安心して地域生活が送れるよう関係機関と情報公共有する。 

【活動内容】個別活動、集団活動、余暇支援、運動、制作・創作活動、食育、季節の行事、体

験や鑑賞など（園外活動） 

・送迎（土浦特別支援学校、下稲吉小学校、下稲吉東小学校へのお迎え・希望者の送り） 

・安全点検・避難訓練 

・学校や関係機関との情報共有・連絡調整 

・各会議（職員会議 毎月１回・ケース検討・研修会） 

 

（３）日中一時支援事業 

家族の就労支援等を目的として、利用者の日中における活動の場所を確保する。 

また、障害福祉サービス・障害児通所支援のサービス提供時間を超える場合に 

利用者・利用児が安心して過ごせる場所を提供する。 

 

Ⅱ.児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

１．開園の状況 

令和６年度からは１クラブとして開設 

（１）開園日   ２５１日 

         （土曜日は第１または第２土曜日のみ開設） 

（２）休園日 第１または第２土曜開設日以外の土曜日 

 日曜日・祝日 

 お盆休暇       ８月１３日～８月１６日 

 年末年始休暇   １２月２９日～  １月３日 



 

（３）開園時間   学校登校日  下校時  ～１９：３０ 

 土曜日    ８：００～１７：００ 

 学校休業日   ７：００～１９：３０ 

（４）定員     ４０名  ４／１現在 実登録者数 ３２名 

 

２．活動内容 

【基本方針】保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、授業終了後、適切な

遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、

その健全な育成を図る 

 ①子ども自身が見通しをもって主体的に過ごせるようにする 

 全体に共通する生活時間の区切りをつくり、柔軟に活用して子どもが

放課後の時間を自己管理できるように援助する 

 ②子どもの発達の特徴や発達過程を理解し、発達の個人差を踏まえ一

人一人の心身状態を把握しながら育成支援を行う 

 ③子供の人権に十分に配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して

その運営を行う 

【目的】 ・異年齢の友達や障害児と自由遊びや行事等を通して、お互いを理解

し育ちあう 

 ・支援員と子どもの信頼関係を築き、子ども同士の仲間関係をつくり、

安全で安心できる毎日の生活を組み立て、生活内容を豊かにする 

【活動内容】 

 〇放課後児童クラブでの生活を通して、日常生活に必要となる基本的

な生活習慣を習得できるようにする 

 ・手洗いやうがい、持ち物の管理や整理整頓、活動に応じた衣服の着

脱等の基本的生活習慣が身につくように援助する 

 ・子どもたちが集団で過ごすという特性を踏まえて、一緒に過ごす上で

求められる協力及び決まりごと等を理解できるようにする 

 〇子どもが発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにする 

 ・屋内外ともに子どもが過ごす空間や時間に配慮し、発達段階にふさ

わしい遊びと生活の環境をつくる。その際、制作活動や体験等の多様

な活動や遊びを工夫する（制作キットを使っての作品つくりや季節ご

との壁面つくり、栽培、収穫等） 

 〇障害のある子どもへの対応及び特に配慮を必要とする子どもへの対応 

 ・子ども同士が生活を通して共に成長できるよう、適切な配慮及び環境整

備を行う 

 ・放課後等デイサービス等との連携及び協力を図る 

 ・障害のある子どもの育成支援についての事例検討を行い、研修等を通じ

て障害について理解する 

 

【行事計画】 お茶教室（毎月１回） 

  園外活動（遠足・工場見学等） 

  体験学習 

    
 

 

 



 

Ⅲその他 

（１）行事について ・メロディ秋祭り  令和６年１１月１６日（土） 開催予定 

  ・初詣 

 

（２）委員会 ・安全委員会 

  ・虐待防止委員会  

   ・行事実行委員会 

 


